
1－企業結合に対する租税法の制度的対応（一）（手塚）
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一
　
は
じ
め
に

本
稿
で
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
企
業
結
合
税
法
に
関
す
る
最
近
の
法
制
度
の
概
要
と
そ
れ
に
関
連
す
る
解
釈
論
・
租
税
政
策
論
に
つ
い

て
、
わ
が
国
の
企
業
結
合
税
法
に
係
る
特
に
立
法
論
的
寄
与
を
獲
得
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
、
以
下
の
要
領
で
検
討
す
る

（
１
）

。

ま
ず
、
ド
イ
ツ
の
企
業
税
法
に
は
人
的
企
業
（
人
的
会
社
・
個
人
企
業
）
に
は
所
得
課
税
、
法
人
に
は
法
人
課
税
が
な
さ
れ
る
と
い
う

二
元
的
構
造
が
あ
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
企
業
税
法
が
い
わ
ゆ
る
私
法
準
拠
主
義
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
企
業

が
私
法
上
権
利
能
力
を
有
す
る
か
否
か
を
企
業
課
税
方
式
の
適
用
の
基
準
と
し
て
い
る

（
２
）

。
換
言
す
れ
ば
、
企
業
活
動
と
い
う
経
済
活
動
の

実
態
で
は
な
く
、
私
法
上
の
法
形
態
と
い
う
基
準
を
ベ
ー
ス
に
企
業
課
税
制
度
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、
経
済
的
実
態
で
は
な
く
、
法
的
形

式
が
基
準
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
法
人
に
つ
い
て
は
特
に
分
離
原
則
（T

rennungsprinzip

）
が
妥
当
す
る
。
分

離
原
則
と
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
意
味
が
あ
り
、
一
つ
は
「
法
人
所
得
は
即
座
に
株
主
に
帰
属
す
る
の
で
な
く
、
法
人
段
階
で
課
税
に
服

し
、
配
当
（
ド
イ
ツ
所
得
税
法
二
〇
条
一
項
一
号
）
の
段
階
で
初
め
て
株
主
に
帰
属
す
る
と
す
る
も
の

（
３
）

」
を
い
う
垂
直
的
分
離
原
則

（
４
）

で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
親
法
人
が
子
法
人
に
資
本
参
加
し
た
場
合
で
も
、
損
失
は
も
ち
ろ
ん
、
配
当
が
行
わ
れ
な
い
限
り
子
法
人
の
所
得
は

（
１
）

本
稿
は
、
手
塚
貴
大
「
ド
イ
ツ
企
業
結
合
税
法
の
法
構
造
と
諸
問
題
―
連
結
申
告
、
組
織
再
編
税
制
、
国
際
的
ア
ス
ペ
ク
ト
―
」
森
本
滋
編
『
企
業
結
合

法
の
総
合
的
研
究
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
三
九
二
頁
以
下
に
お
い
て
紙
幅
の
都
合
上
十
分
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
論
点
等
も
含
め
て
発

展
的
に
論
述
す
る
こ
と
に
よ
り
右
拙
稿
を
補
う
も
の
で
あ
る
。

（
２
）Jacobs,

O
tto

H
.,

U
nternehm

ensbesteuerung
und

R
echtsform

3 .
A

ufl.,
M

ünchen
2002 ,

S
.
90

;
W

agner,
T

hom
as,

K
onzeption

einer

G
ruppenbesteuerung,L

ohm
ar-K

öln
2006 ,S.1 .

（
３
）

H
ey,Johanna

in
:T

ipke,K
laus

/Joachim
L

ang
(H

rsg.),Steuerrecht20 .A
ufl.,K

öln
2009 ,§

18
R

z.9 .

（
４
）

H
erzig,N

orbert,V
erluste

im
K

öperschaftsteuerrecht,in
:von

G
roll,R

üdiger
(H

rsg.),V
erluste

im
Steuerrecht,K

öln
2005 ,S.188 .
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親
法
人
と
は
租
税
法
上
関
係
が
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
法
人
と
そ
の
株
主
と
は
租
税
法
上
独
立
し
て
扱
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
課
税
方

式
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
私
法
上
法
人
は
株
主
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
独
自
の
権
利
能
力
を
有
す
る
の
で
法
人
の
財
産
に
つ
い
て
株
主
は

原
則
と
し
て
処
分
権
を
有
さ
な
い
の
で
あ
る

（
５
）

。
ま
た
、
も
う
一
つ
は
「
た
と
え
一
人
の
株
主
が
二
つ
の
法
人
に
同
じ
割
合
で
資
本
参
加
し

て
い
る
と
し
て
も
、
右
の
両
法
人
間
で
の
損
益
通
算
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
も
の
」
を
い
う
水
平
的
分
離
原
則

（
６
）

で
あ
る
。
し
か
し
、
経
済

的
実
質
に
着
目
し
た
上
で
、
制
度
上
分
離
原
則
の
例
外
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
機
関
会
社
制
度
（O

rganschaft

）
で
あ
る

（
７
）

。

機
関
会
社
制
度
と
は
「
本
来
は
法
的
・
経
済
的
に
一
体
化
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
企
業
と
言
え
ど
も
、
私
法
上
の
法
人
格
を
基
準
と
し
て
課

税
は
行
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
経
済
的
一
体
性
を
直
視
し
て
、
そ
れ
を
基
準
と
し
て
グ
ル
ー
プ
全
体
を
一
つ
の
納
税
義
務
者
と
す
る

課
税
方
式

（
８
）

」
で
あ
り
、
凡
そ
グ
ル
ー
プ
企
業
間
で
の
損
益
通
算
が
一
定
の
要
件
の
も
と
で
認
め
ら
れ
、
連
結
申
告
の
機
能
を
果
た
し
て
い

る
。
し
か
し
、
い
か
な
る
要
件
の
も
と
に
機
関
会
社
制
度
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
特

に
、
機
関
会
社
制
度
の
適
用
範
囲
を
多
国
籍
企
業
に
も
広
げ
る
べ
き
か
否
か
を
中
心
に
議
論
が
あ
り

（
９
）

、
そ
れ
も
含
め
て
長
年
批
判
に
さ
ら

さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る

（
10
）

機
関
会
社
制
度
に
係
る
改
革
論
と
し
て
本
稿
は
概
観
と
若
干
の
検
討
を
行
う
。

二
に
、
組
織
変
更
税
制
も
重
要
で
あ
る
。
組
織
変
更
に
際
し
て
は
、
例
え
ば
、
合
併
を
参
照
し
て
も
、
単
な
る
資
産
の
譲
渡
で
は
な
く
、

（
５
）

Z
oll,

Stephan,
G

renzüberschreitende
V

erlustbercksichtigung
bei

gew
erblichen

B
etriebsstätten

und
T

ochterkapitalgesellschaften
:

N
ationale

und

internationalB
esteuerungsprinzip,K

öln
2001 ,S.196 f.

（
６
）

H
erzig,V

erluste
im

K
öperschaftsteuerrecht(Fn.4 ),S.188 .

（
７
）

K
essler,W

olfgang,§
1

R
ahm

enbedingungen
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K
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D
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:

K
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/
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K
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K
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:

O
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2004 ,R
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優
れ
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
増
井
良
啓
『
結
合
企
業
課
税
の
理
論
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
一
〇
八
頁
以
下
が
あ
る
。

（
８
）

H
ey

in
:T

ipke
/L

ang
(H

rsg.),Steuerrecht(Fn.3 ),§
18

R
z.400 .
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ま
と
ま
り
の
あ
る
資
産
の
譲
渡
が
行
わ
れ
、
株
式
譲
渡
も
行
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
法
人
格
を
持
つ
各
個
の
複
数
の
企
業
が
一
つ
の
企
業
に

な
る
。
そ
の
際
通
常
で
あ
れ
ば
資
産
あ
る
い
は
株
式
の
譲
渡
益
課
税
が
行
わ
れ
る
が
、
一
定
の
要
件
を
充
足
す
る
場
合
に
は
課
税
の
繰
延

べ
が
承
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
税
制
を
根
拠
に
経
営
・
経
済
上
合
理
性
の
あ
る
組
織
再
編
は
阻
害
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
か

よ
う
な
観
点
か
ら
立
法
政
策
の
判
断
が
求
め
ら
れ
る
。
特
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
最
近
議
論
さ
れ
て
い
る
の
は
、
課
税
繰
延
に
係
る
い
わ

ゆ
る
適
格
要
件
の
あ
り
方
、
組
織
変
更
に
伴
っ
て
行
わ
れ
う
る
損
失
引
継
に
よ
る
課
税
所
得
の
減
少
を
企
図
し
た
取
引
と
そ
の
否
認
で
あ

る
。
も
う
一
つ
は
国
際
的
組
織
再
編
を
実
行
す
る
際
の
資
産
の
国
外
譲
渡
に
係
る
水
際
課
税
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
課
税
繰

延
を
認
め
る
必
要
の
あ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
国
内
に
お
け
る
組
織
再
編
と
同
じ
く
そ
の
適
格
要
件
の
あ
り
方
が
問
題
と
な
る
。

本
稿
は
右
の
諸
論
点
を
中
心
に
組
織
変
更
税
法
を
考
察
す
る
。

三
に
、
ド
イ
ツ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
企
業
結
合
に
係
る
法
人
税
制
改
革
論
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
で
活

動
す
る
一
定
の
国
際
的
グ
ル
ー
プ
企
業
に
共
通
の
、
あ
る
い
は
一
定
の
調
整
が
な
さ
れ
た
課
税
標
準
を
持
つ
法
人
税
を
適
用
す
る
と
い
う

戦
略
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
Ｅ
Ｕ
域
内
で
の
法
人
税
制
の
相
違
が
一
定
程
度
解
消
さ
れ
、
そ
れ
を
以
て
Ｅ
Ｕ
内
で
の
競
争
中
立
的
企
業
税

制
の
構
築
を
可
能
に
す
る
余
地
を
持
つ
。
か
か
る
戦
略
を
Ｅ
Ｕ
が
企
図
し
て
お
り
、
そ
の
成
果
が
Ｅ
Ｕ
共
通
法
人
税
や
課
税
標
準
調
整
型

法
人
税
等
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
具
体
的
租
税
政
策
を
検
討
す
る
。
そ
れ
に
付
随
し
て
か
か
る
租
税
政
策
に
つ
い
て
は
、
所
得
あ
る
い
は
税

収
を
Ｅ
Ｕ
域
内
の
点
在
す
る
グ
ル
ー
プ
企
業
の
所
在
地
国
に
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
各
企
業
の
損
益

（
９
）

例
え
ば
、K

larm
ann,

Stepanie,
K

öperschaftsteuerliche
O

rganschaft-E
ntstehung,

Inhalt
und

Problem
atik

der
bestehenden

deuschen
R

egelung-,

B
onn
2006

;
K

rebühl,
H

ans-H
erbert,

Z
ur

R
eform

und
R

eform
notw

endigkeit
der

deutschen
K

onzernbesteuerung,
D

S
tR
2001 ,

1730 ff.
;

H
erzig,N

orbert
/

T
hom

as
W

agner,
Z

ukunft
der

O
rganschaft

im
E

G
-B

innenm
arkt,

D
B
2005 ,

1 ff.
;

W
artin,

C
hristoph

/
E

lke
Sievert

/
C

hristiane

Strohm
,R

eform
der

K
onzernbesteuerung

in
D

eutschland
und

E
uropa,FR

2004 ,1 ff.

（
10
）

K
om

arek,H
eribert,V

erlustbercksichtigung
im

nationalen
und

internationalen
K

onzern,Frankfurtam
M

ain
1998 ,S.50 .
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を
合
計
し
た
後
、
そ
れ
を
一
定
の
公
式
に
従
っ
て
、
各
企
業
に
配
分
す
る
際
に
利
用
さ
れ
る
公
式
で
あ
る
と
さ
れ
る
定
式
配
分
法

（Form
ula

A
ppotionm

ent

）
の
適
用
の
当
否
お
よ
び
具
体
的
基
準
（
各
国
企
業
の
所
在
地
国
で
の
売
上
、
支
払
給
与
、
資
本
）
の
選
択
が

問
題
と
な
る
。
そ
れ
に
関
す
る
議
論
を
概
観
・
検
討
す
る
。

二
　
機
関
会
社
制
度
―
連
結
申
告
―

（一）

企
業
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
租
税
法
の
対
応

本
節
に
お
い
て
は
機
関
会
社
制
度
の
基
本
構
造
お
よ
び
そ
の
適
用
要
件
を
概
括
的
に
論
述
し
、
そ
れ
を
機
関
会
社
制
度
の
歴
史
的
展
開

を
も
踏
ま
え
つ
つ
認
識
す
る
作
業
を
行
う
。
そ
の
趣
旨
は
機
関
会
社
制
度
が
そ
の
都
度
ど
の
よ
う
な
要
請
に
応
え
つ
つ
発
展
し
て
き
た
か

を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
時
代
ご
と
の
経
済
事
情
に
応
じ
て
制
度
の
あ
り
方
を
適
宜
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
あ
る
。

１
　
制
度
の
基
本
構
造
と
目
的

（1）

基
本
構
造

機
関
会
社
制
度
の
課
税
所
得
計
算
は
簡
単
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
な
構
造
を
有
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
機
関
会
社
制
度
は
ド
イ

ツ
法
人
税
法
一
四
条
か
ら
一
九
条
ま
で
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
支
配
会
社
と
従
属
会
社
と
の
間
で
機
関
関
係
は
成
立
す
る
。
支
配
会
社
と

は
、
従
属
会
社
に
一
定
割
合
以
上
資
本
参
加
し
、
機
関
会
社
制
度
の
も
と
で
従
属
会
社
の
損
益
が
帰
属
す
る
会
社
で
あ
る
。
端
的
に
言
え

ば
、
支
配
会
社
の
も
と
に
帰
属
す
る
従
属
会
社
の
損
益
と
支
配
会
社
の
そ
れ
と
が
通
算
さ
れ
機
関
グ
ル
ー
プ
の
課
税
所
得
と
し
て
扱
わ
れ
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る
。
従
属
会
社
と
は
右
の
よ
う
な
態
様
で
機
関
グ
ル
ー
プ
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
会
社
で
あ
る
。
従
属
会
社
は
所
在
地
お
よ
び
管
理
支
配

地
と
も
に
ド
イ
ツ
国
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
法
形
態
と
し
て
は
法
人
の
み
が
認
め
ら
れ
る
。
支
配
会
社
は
法
人
、
個
人
、
人
的
会

社
で
も
よ
い
。
支
配
会
社
は
従
属
会
社
に
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
超
資
本
参
加
し
、
支
配
会
社
と
従
属
会
社
と
の
間
で
利
益
拠
出
契
約
が
締
結

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
要
件
を
充
足
す
る
支
配
会
社
と
従
属
会
社
と
が
一
体
と
な
っ
て
機
関
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
。

機
関
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
企
業
に
は
特
別
の
課
税
方
式
が
適
用
さ
れ
る
。
通
常
個
々
の
法
人
を
単
位
に
法
人
課
税
は
行
わ
れ
る
が
、

機
関
グ
ル
ー
プ
に
は
、
支
配
会
社
、
従
属
会
社
が
そ
れ
ぞ
れ
に
課
税
所
得
を
計
算
し
、
そ
れ
を
支
配
会
社
の
も
と
に
拠
出
さ
せ
、
機
関
グ

ル
ー
プ
全
体
の
合
計
さ
れ
た
所
得
に
つ
い
て
支
配
会
社
の
も
と
で
法
人
税
が
課
さ
れ
る
。
従
属
会
社
か
ら
支
配
会
社
へ
の
所
得
の
移
転
を

所
得
が
帰
属
す
る
と
い
う
。
支
配
会
社
は
勿
論
、
従
属
会
社
も
租
税
法
上
主
体
性
を
維
持
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン

（
11
）

と
い

う
経
済
的
一
体
性
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
個
々
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
社
の
勘
定
を
ベ
ー
ス
と
し
正
負
の
所
得
・
資
産
の
帰
属

が
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る

（
12
）

。
な
お
、
従
属
会
社
の
所
得
が
支
配
会
社
に
帰
属
す
る
点
で
、
い
わ
ゆ
るup-stream

型
の
損
益
通
算

が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
支
配
会
社
の
も
と
で
複
数
の
従
属
会
社
の
損
益
通
算
が
行
わ
れ
る
の
で
、side-stream

型
の
損
益
通
算
も
実
質

（
11
）

本
文
中
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
（K

onzern

）
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、H

ey,
Johanna,

E
inführung

zum
K

öperschaftsteuergesetz,
in

:
H

erm
ann,

C
arl

/

G
erhard

H
euer

/A
rndtR

aupach
(H

rsg.),E
inkom

m
en-und

K
öperschaftsteuer

K
om

m
entar

(L
oseblatt),K

öln
Stand

1999 ,R
z.6

;R
upp,R

einhard,D
ie

E
rtragsbesteuerung

nationaler
K

onzerne
:

K
onzernsteuerbilanz

oder
W

eiterentw
icklung

der
köperschaftsteuerlichen

O
rganschaft?,Frankfurt

a.
M

.

1983 ,S.25 ff.

に
よ
る
と
、「
法
的
に
独
立
し
た
企
業
が
統
一
的
指
揮
の
も
と
で
ま
と
ま
っ
て
い
る
状
態
で
形
成
さ
れ
る
も
の
」
と
さ
れ
る
。
た
だ
実
定
法
に

お
け
る
明
確
な
定
義
な
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
本
稿
で
は
詳
し
く
触
れ
る
余
裕
が
な
い
が
、
そ
の
現
象
形
態
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
参
照
、R

eis,

M
onique,

D
ie

köperschaftsbesteuerung
des

K
onzerns

als
w

irtschaftliche
E

inheit
:

M
ögliche

A
lternative

zur
E

inzelbesteuerung?,
Frankfurt

a.
M

.

1996 ,S.21 ff.

（
12
）

Z
oll,G

renzüberschreitende
V

erlustbercksichtigung
(Fn.5 ),S.200 .
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的
に
は
行
わ
れ
る
と
も
言
え
る

（
13
）

。

機
関
会
社
制
度
は
、
時
と
し
て
「
法
的
に
独
立
し
た
企
業
が
完
全
に
独
立
し
た
納
税
義
務
を
負
う
と
い
う
基
本
原
則
か
ら
逸
脱
し
た
規

律
（
14
）

」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
所
得
の
帰
属
に
関
す
る
特
別
の
ル
ー
ル
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
こ
の
点
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
所
得
の
帰
属
に

つ
い
て
は
以
下
の
シ
ェ
ー
マ
が
妥
当
す
る
。「
自
ら
ま
た
は
代
理
人
を
通
じ
て
事
業
に
つ
い
て
の
処
分
権
限
を
行
使
し
、
そ
し
て
そ
の
危

険
と
計
算
に
お
い
て
当
該
事
業
が
行
使
さ
れ
る
そ
う
し
た
者
に
帰
属
す
る
。
そ
し
て
そ
の
資
産
の
中
に
事
業
の
正
負
の
成
果
が
現
れ
る
」

（
15
）

。

す
な
わ
ち
、
所
得
が
帰
属
す
る
の
は
所
得
を
生
み
出
す
要
因
あ
る
い
は
所
得
そ
の
も
の
に
つ
い
て
処
分
権
を
有
す
る
者
で
は
な
く
、
所
得

を
生
み
出
す
要
因
（
労
働
力
、
資
産
等
）
を
市
場
に
供
給
し
、
そ
れ
を
以
っ
て
市
場
で
具
体
的
活
動
を
行
っ
た
者
に
帰
属
す
る
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。R

uppe

教
授
は
別
の
箇
所
で
「
所
得
源
泉
の
帰
属
主
体
は
、
市
場
へ
の
参
加
、
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
製
造
を
行
え
る
者
、
つ
ま

り
市
場
の
チ
ャ
ン
ス
を
利
用
し
、
財
・
サ
ー
ビ
ス
に
変
化
を
つ
け
、
極
端
な
場
合
に
は
、
そ
の
活
動
を
止
め
、
資
本
を
引
き
上
げ
、
雇
用

を
止
め
る
等
し
て
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
可
能
性
を
有
す
る
者
で
あ
る

（
16
）

」
と
し
て
い
る
。
右
の
所
得
帰
属
ル
ー
ル
に
照
ら
す
と
、
支
配
会
社

に
は
自
ら
の
経
済
活
動
以
外
の
、
従
属
会
社
の
経
済
活
動
か
ら
生
ず
る
所
得
も
帰
属
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
点
に
ル
ー
ル
か
ら
の
逸
脱

（
13
）

Scheunnem
ann,

M
arc

P.,
G

renzüberschreitende
konsolidierte

K
onzernbesteuerung,

K
öln
2005 ,

S.
11

:
Sievert,

E
lke,

K
onzernbesteuerung

in

D
eutschland

und
E

uropa
:

E
rtragsteuerliche

und
betriebsw

irtschaftliche
A

nalyse
der

europäischen
G

ruppenbesteuerungssystem
e,D

üsseldorf
2006 ,

S.242 .

（
14
）

Schuechzer,M
arco,Z

ur
N

otw
endigkeiteiner

E
uropäisierung

der
O

rganschaft,R
IW
1995 ,35 .

（
15
）

R
uppe,G

eorg,M
öglichkeiten

und
G

renzen
der

Ü
bertragung

von
E

inkunftsquellen
als

Problem
der

Z
urechnung

von
E

inkünften,in
:T

ipke,K
laus

(H
rsg.),

Ü
bertragung

von
E

inkunftsquellen
im

S
teuerrecht

:
M

öglichkeiten
und

G
rezen

der
E

inkom
m

ensverlargerung
durch

N
ießbrauch,

B
eteiligung

und
D

arlehen
m

iteinem
rechtsvergleichenden

T
eil,K

öln
1979 ,S.30 .

（
16
）

R
uppe,Ü

bertragung
von

E
inkunftsquellen

(Fn.15 ),S.18 .
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が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
法
人
株
主
間
の
課
税
方
式
に
係
る
特
別
の
ル
ー
ル
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う

（
17
）

。
な
お
、
利
益
に
つ
い
て
の
み
で

な
く
、
損
失
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る

（
18
）

。

（2）

目
的

ド
イ
ツ
の
企
業
税
法
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
と
し
て
企
業
税
法
の
私
法
依
拠
主
義
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
法
人
税
法
一
条

に
よ
る
と
私
法
上
の
法
人
格
の
有
無
に
し
た
が
っ
て
、
法
人
課
税
か
個
人
所
得
課
税
か
の
課
税
方
式
の
振
り
分
け
が
な
さ
れ
る

（Subjektsteuerprinzip
）。
そ
の
趣
旨
は
法
的
安
定
性
の
確
保

（
19
）

と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
指
摘
さ
れ
る
。
右
の
実
定
法
上
の
基
本
原
則
か
ら
す
る

と
、「
原
則
と
し
て

”租
税
法
の
体
系
上
“
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
と
い
う
一
体
性
あ
る
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
課
税
は
排
除
さ
れ
る

（
20
）

」
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
グ
ル
ー
プ
企
業
は
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
一
体
性
を
持
つ
こ
と
か
ら
当
然
に
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
課
税
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な

く
、
機
関
会
社
制
度
を
以
っ
て
は
じ
め
て
そ
れ
が
斟
酌
さ
れ
、
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
機
関
会
社
制
度
は
租
税
法
体
系
上
の
異
質
物
あ

る
い
は
例
外
と
し
て
性
質
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

（
21
）

。
し
か
し
、
機
関
会
社
制
度
を
目
的
論
的
に
認
識
し
よ
う
と
試
み
る
と
、
経
済
的
一

体
性

（
22
）

を
有
し
て
い
る
企
業
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
そ
の
担
税
力
を
私
法
上
の
法
形
態
に
関
わ
ら
ず
そ
の
一
体
性
に
基
づ
き
把
握
す
る
こ
と
の

必
要
性
が
そ
の
正
当
化
根
拠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
さ
れ
る

（
23
）

。
こ
の
機
関
会
社
制
度
に
よ
っ
て
企
業
の
グ
ル
ー
プ
化
は
容
易
に
な
っ
て
い

（
17
）

Scheuchzer
(Fn.14 ),R

IW
1995 ,37 .

（
18
）

所
得
税
法
に
関
す
る
叙
述
で
あ
る
が
、
参
照
、R

uppe,
H

ans
G

eorg,
E

inkom
m

ensteuerrechtliche
P

ositionen
bei

R
echtsnachfolge,

in
:

S
chulze-

Soterloh,Joachim
(H

rsg.),R
echtsnachfolge

im
Steuerrecht,K

öln
1987 ,S.90 .

（
19
）

K
raus,C

hristoph,K
öperschaftsteuerliche

Integration
von

Personenunternehm
en,Frankfurta.M

.2009 ,S.120
m

.w
.N

.

（
20
）

K
om

arek,V
erlustberücksichtigung

(Fn.10 ),S.54 .

（
21
）

H
erzig,N

orbert,T
eilA

:E
inführung,in

:D
ers.(H

rsg.),O
rganschaft,Stuttgart2003 ,S.3 .
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る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
複
数
企
業
が
合
併
す
る
こ
と
に
よ
り
複
数
企
業
の
一
体
性
を
持
っ
た
活
動
が
可
能
に
な
る
と
こ
ろ
、
そ

れ
を
要
せ
ず
、
実
質
的
に
そ
れ
と
同
じ
効
果
を
実
現
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

（
24
）

。
し
た
が
っ
て
、
機
関
会
社
制
度
は
法
的
形
式
の
み
で
は

な
く
、
い
わ
ゆ
る
経
済
的
観
察
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
グ
ル
ー
プ
企
業
の
経
済
的
実
質
を
斟
酌
し
た
租
税
制
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う

（
25
）

。
そ
れ
故
、
機
関
会
社
制
度
は
決
し
て
租
税
特
別
措
置
で
は
な
く

（
26
）

、
純
所
得
課
税
主
義
を
ベ
ー
ス
と
す
る
経
済
的
一
体
性
を

持
つ
グ
ル
ー
プ
企
業
の
損
益
調
整
措
置
（E

rgebnisausgleich （
27
）

）
で
あ
る
と
も
刻
印
付
け
ら
れ
う
る
。

以
上
の
議
論
に
よ
る
と
、
機
関
会
社
制
度
は
各
機
関
会
社
の
法
的
独
立
性
と
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
全
体
と
し
て
み
た
一
体
性
と
い
う
そ
う

し
た
相
反
す
る
要
素
を
取
り
込
ん
で
お
り
、
両
要
素
が
並
存
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
理
論
上
は
機
関
会
社
制
度
に
お
け
る
コ
ン
ツ
ェ
ル

ン
は
二
つ
の
見
方
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
税
法
で
あ
る
機
関
会
社
制
度
が
適
用
さ
れ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
と
は
一
体
如
何
な

る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
観
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
、
大
き
く
分
け
て
、
単
一
説

（
22
）

な
お
、
例
え
ば
、R

FH
-U

rtv.30 .1 .1930 ,-1
A
226 /29 -,R

StB
l.1930 ,151

;B
FH

-U
rt.v.17 .7 .1952 ,-5

17 /52
S-,B

StB
l.3
1952 ,235

と
い
っ
た

機
関
会
社
制
度
を
発
展
さ
せ
た
か
つ
て
の
ド
イ
ツ
の
判
例
は
、
法
的
に
独
立
し
た
企
業
に
つ
い
て
租
税
法
上
経
済
的
一
体
性
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
す

る
。

（
23
）

M
üller,M

ichael,R
eform

derK
onzernbesteuerung

in
Ö

sterreich
:E

ine
zusam

m
engefaßte

B
esteuerung

von
U

nternehm
ensgruppen,W

ien
1991 ,S.3 .

（
24
）

R
em

plik,A
lexander,D

ie
grenzüberschreitende

O
rganschaftsbesteuerung

in
D

eutschland
:D

as
V

erlustabzugsverbotin
§
14

A
bsatz

1
Satz
1

N
r.5

K
StG

,B
erlin

2007 ,S.183 .

（
25
）

R
em

plik,D
ie

grenzüberschreitende
O

rganschaftsbesteuerung
(Fn.24 ),S.184 .

（
26
）

K
essler,

W
olfgang,

A
lternativen

zur
O

rganschaft,
in

:
H

erzig
(H

rsg.),
O

rganschaft
(Fn.

21 ),
S.
572 .

;
D

örr,
Ingm

ar,
§
10

Ü
berblick

über
die

K
onzernbesteuerung

in
einzelnen

E
U

-M
itgliedstaaten,in

:Schön,W
olfgang

(H
rsg.),Steuerliche

M
aßgeblichkeitin

D
eutschland

und
E

uropa,K
öln

2005 ,S.731 .

（
27
）

M
ontag,H

einrich,in
:T

ipke
/L

ang
(H

rsg.),Steuerrecht(Fn.3 ),§
18

R
z.400 .
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（E
inheitstheorie

）
と
多
様
説
（V

ielheiotskonzept

）
と
い
う
区
別
が
で
き
る

（
28
）

。
ま
ず
単
一
説
と
は
、
端
的
に
、
支
配
会
社
お
よ
び
従
属

会
社
を
一
体
と
し
て
観
念
し
、
複
数
企
業
の
集
合
で
あ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
を
あ
た
か
も
一
つ
の
企
業
と
し
て
観
念
し
、
機
関
会
社
制
度
の

適
用
に
お
い
て
も
か
か
る
観
念
を
具
体
化
し
た
制
度
構
築
を
求
め
る
考
え
方
で
あ
る

（
29
）

。
こ
の
考
え
方
は
か
つ
てIsay

に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ

た
い
わ
ゆ
る
全
体
企
業
理
論
（G

esam
tunternehm

enstheorie （
30
）

）
が
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
競
争
中
立
性
を
で
き
る
だ
け
実

現
す
る
た
め
に
は
企
業
形
態
に
関
係
な
く
企
業
は
平
等
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る

（
31
）

。
こ
の
単
一
説
を
ベ
ー
ス
に

税
制
を
構
築
す
る
と
性
質
上
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
一
に
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
内
部
で
の
配
当
利
益
に
係
る
二
重
課
税

が
な
く
な
る
。
二
に
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
社
間
で
の
損
益
調
整
が
可
能
に
な
る
。
三
に
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
内
部
で
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
取
引

か
ら
生
ず
る
損
益
を
な
お
未
実
現
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
る
等
の
も
の
で
あ
る
。
本
来
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
は
そ
れ
を
構
成
す
る
複
数

の
企
業
が
法
的
に
独
立
し
て
い
る
と
し
て
も
、
実
際
的
に
は
一
個
の
企
業
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
自
体
課
税
単
位
と
し
て
扱
う
こ
と
が

首
尾
一
貫
し
て
い
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
う
し
た
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
（K

onzernunternehm
en

）
を
純
粋
に
は
承
認
し
な
い
現
行
法
に
コ

ン
ツ
ェ
ル
ン
税
法
が
存
在
し
な
い
と
い
う
評
価

（
32
）

を
与
え
る
こ
と
す
ら
で
き
よ
う
。
逆
に
、
多
様
説
と
は
、
端
的
に
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
と
い

え
ど
も
、
そ
の
構
成
物
で
あ
る
個
々
の
企
業
は
法
的
に
独
立
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
特
別
な
課
税
方
式
を
適
用
す
る
こ
と
は
し
な
い
と
い

（
28
）

Jacobs,
O

tto
H

.
/

C
hristoph

S
pengel,

E
rtragbesteuerung

von
K

onzern
in

D
uetschland

und
F

rankreich-E
ine

vergleichende
A

nalyse
unter

besonderer
B

erucksichtigung
der

B
ehandlung

konzerninterner
T

ransaktionen
(T

eil1
),IStR

1994 ,100 ff.

（
29
）

K
om

arek,V
erlustberücksichtigung

(Fn.10 ),S.147 .

（
30
）

Isay,R
udolf,D

as
R

echtam
U

nternehm
en,B

erlin
1910 ,S.96 ff.

（
31
）

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、B

ühler,O
ttm

ar,Steuerrechtder
G

esellschaften
und

K
onzerne,B

erlin
1956 ,S.321 f.

も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
32
）

O
estreicher,

A
ndreas,

K
onzernbesteuerung

im
Spannungsfeld

zw
ischen

w
irtschaftlicher

E
inheit

und
rechtlicher

V
ielheit,

in
:

D
ers.

(H
rsg.),

K
onzernbesteuerung

:B
eiträge

zu
einer

R
ingveranstaltung

an
der

U
niversitatG

öttingen
im

Som
m

esem
ester2004 ,H

erne
/B

erlin
2005 ,S.2 .
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う
考
え
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
局
に
お
い
て
機
関
会
社
制
度
自
体
を
否
定
し
て
し
ま
う
多
様
説
は
採
ら
れ
な
い
と
し
て
も

（
33
）

、
単
一

説
も
採
ら
れ
て
い
な
い
（
完
全
統
合
（vollkonsolidiertes

K
onzernsteuersystem

）
の
不
存
在

（
34
）

）。
単
一
説
は
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
も
、

後
に
は
連
邦
財
政
裁
判
所
も
否
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
は
単
一
説
を
私
法
上
単
一
説
の
根
拠
と
な
る
も
の
は
な
く
、

ま
た
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
そ
の
理
由
と
し
た

（
35
）

。
ま
た
学
説
上
も
単
一
説
に
よ
る
と
個
々
の
会
社
の
そ
れ
と
は
別
に

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
独
自
の
税
法
会
計
を
要
す
る
こ
と
に
な
り
コ
ス
ト
が
か
か
る
こ
と
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
内
部
取
引
に
基
づ
く
あ
ら
ゆ
る
内
部

利
益
の
未
実
現
と
し
て
の
扱
い
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
根
拠
に
単
一
説
に
否
定
的
な
立
場
を
採
る
も
の
が
あ
る

（
36
）

。
そ
の
他
に
も
本
稿
で
後

に
触
れ
る
少
数
株
主
の
問
題
も
あ
る

（
37
）

。
尤
も
単
一
説
に
も
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
こ
と
は
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
複
数
企
業
が

企
業
結
合
を
形
成
し
、
そ
れ
が
実
質
的
に
見
て
単
一
企
業
の
も
と
で
の
個
別
事
業
部
と
し
て
活
動
し
て
い
る
と
見
な
し
う
る
場
合
、
そ
の

結
合
企
業
間
の
取
引
は
実
質
的
に
企
業
内
部
の
そ
れ
と
見
な
し
う
る
。
そ
し
て
か
か
る
取
引
に
独
立
当
事
者
間
価
格
で
の
取
引
を
要
請
す

る
こ
と
は
性
質
上
実
際
的
に
は
困
難
で
あ
り
、
結
局
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
徹
頭
徹
尾
独
立
企
業
と
し
て
扱
う
こ
と
も
ま
た
不
合
理
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
故
単
一
説
に
基
づ
き
企
業
結
合
税
法
を
構
築
す
る
と
企
業
間
の
そ
う
し
た
取
引
を
逐
一
把
握
す
る
必
要
も
な
く
な
り
、
い
わ
ば

簡
素
化
効
果
が
そ
こ
に
期
待
で
き
る

（
38
）

。
ま
た
そ
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
が
経
済
的
実
態
を
一
層
反
映
し
た
税
制
と
も
言
い
う
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
個
々
の
企
業
間
の
関
係
と
し
て
、
一
方
の
極
と
し
て
の
個
々
の
法
主
体
ご
と
に
企
業
が
完
全
に
独
立
性
を
有
し
て
い

（
33
）

Z
oll,G

renzüberschreitende
V

erlustbercksichtigung
(Fn.5 ),S.244 .

（
34
）

H
erlinghaus,

A
ndreas,

System
atik

und
R

echtsfertigung
der

ertragsteuerlichen
O

rganschaft,
in

:
O

estreicher
(H

rsg.),
K

onzernbesteuerung
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32 ),S.85 .

（
35
）

R
FH
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utachten

v.26 .7 .1932 ,-1
D
2 /31 -,R

StB
l.1933 ,136 .

（
36
）

K
om

arek,V
erlustberücksichtigung

(Fn.10 ),S.147 f.

（
37
）

H
erlinghaus,System

atik
und

R
echtsfertigung

(Fn.34 ),S.20 .
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る
場
合
と
、
他
方
の
極
と
し
て
の
個
々
の
企
業
が
グ
ル
ー
プ
化
さ
れ
完
全
に
一
体
的
・
統
一
的
な
経
営
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、

現
実
の
企
業
結
合
は
右
の
両
極
の
間
に
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
租
税
制
度
を
構
築
す
る
に
際
し
て
、
ど
の
程
度
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の

一
体
性
を
尊
重
す
る
の
か
（
内
部
利
益
の
認
識
・
非
認
識
、
独
自
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
計
の
承
認
等
）、
に
つ
い
て
は
個
々
の
コ
ン
ツ
ェ

ル
ン
の
経
済
的
実
態
に
応
じ
て
考
え
る
の
が
本
来
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
ド
イ
ツ
連
邦
大
蔵
省
の
鑑
定
意
見
の
中
に
も
、
凡
そ
コ

ン
ツ
ェ
ル
ン
経
営
が
統
一
的
指
揮
下
に
あ
る
こ
と
が
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
経
済
的
一
体
性
の
決
定
的
基
準
で
あ
り
、
そ
れ
を
直
視
す
れ
ば
コ

ン
ツ
ェ
ル
ン
と
単
一
企
業
（E

inheitsunternehm
en

）
と
を
租
税
法
上
同
様
に
扱
う
こ
と
の
根
拠
と
な
る
と
し
つ
つ
も
、
一
体
性
の
弱
い

経
営
を
行
う
単
一
企
業
も
あ
れ
ば
、
一
体
性
の
強
い
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
も
あ
り
、
ま
た
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
が
個
々
の
法
的
に
独
立
し
た
企
業
か

ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、
企
業
リ
ス
ク
を
個
々
の
法
的
独
立
性
を
有
す
る
企
業
に
分
散
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
法
的
形
式
に

は
ま
さ
に
形
式
以
上
の
経
済
的
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る

（
39
）

。
こ
う
し
た
法
的
独
立
性
を
活
か
し
た
個
々
の
ケ
ー
ス
ご
と
に
見
ら
れ
る

企
業
組
織
の
構
築
は
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
特
権
で
あ
り
、
そ
れ
を
単
一
企
業
と
無
理
に
租
税
法
上
同
一
に
扱
う
こ
と
と
な
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン

税
法
を
設
計
す
べ
き
と
い
う
誘
因
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
も
言
わ
れ
る

（
40
）（

尤
も
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
機
関
会
社
制
度
の
改
革
の
必
要
性
は

言
及
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
経
済
的
一
体
性
と
い
う
属
性
に
着
目
し
て
、
単
一
説
を
ベ
ー
ス
と
し
た

制
度
設
計
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
）。
な
お
、
現
在
の
機
関
会
社
制
度
は
そ
う
し
た
基
準
に
よ
る
識
別
を
す
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
一

定
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
に
は
同
一
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
と
し
て
の
課
税
方
式
の
適
用
が
予
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
結
局
、
単
一
説
と
多

（
38
）

R
aupach,

A
rndt,

“G
em

einschaftsw
eite

U
nternehm

ensbesteuerung,
die

den
A

nforderungen
des

B
innenm

arktes
gerecht

w
ird „

-Flucht
aus

dem

C
haos

in
die

U
topie?,in

:Schön,W
olfgang

(H
rsg.),G

edächtnisschriftfur
B

rigitte
K

nobbe-K
euk,K

öln
1997 ,S.723 f.

（
39
）

W
issenschaftlicher

B
eirat

beim
B

undesm
inisterium

der
F

inanzen,
G

utachten
zur

R
eform

der
direkten

S
teuern

(E
inkom

m
ensteuer,

K
öperschaftsteuer,V

erm
ögensteuer

und
E

rbschaftsteuer)
in

der
B

undesrepublik
D

eutschland,B
onn
1967 ,S.53 f.

（
40
）

W
issenschaftlicher

B
eirat,G

utachten
zur

R
eform

(Fn.39 ),S.54 .
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様
説
の
中
間
あ
た
り
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
要
す
る
に
、
ド
イ
ツ
法
人
税
法
に
お
け
る
機
関
会
社
制
度
の
は
、
支
配
会
社
と
従
属
会
社
と

の
間
で
財
政
的
編
入
（
お
よ
び
か
つ
て
は
経
済
的
編
入
・
組
織
的
編
入
）
を
通
じ
て
一
方
で
は
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
を
一
体
性
あ
る
も
の
と
し

て
扱
い
、
他
方
で
個
別
会
社
の
独
立
性
を
肯
定
す
る

（
41
）

。

（2）

歴
史
的
展
開

（
42
）

し
か
し
、
機
関
会
社
制
度
が
発
展
し
て
く
る
過
程
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
現
在
の
よ
う
な
企
業
活
動
の
実
態
を
直
視
す
る
制
度
目
的

が
認
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

（
43
）

。
機
関
会
社
制
度
の
歴
史
的
展
開
を
、
本
稿
で
後
に
機
関
所
得
計
算
を
論
ず
る
際
に
立
ち
返
る
こ
と

も
あ
る
の
で
、
以
下
に
簡
潔
に
示
そ
う
。
そ
も
そ
も
機
関
会
社
制
度
は
一
九
世
紀
末
に
ド
イ
ツ
帝
国
内
に
存
在
し
た
グ
ル
ー
プ
企
業
が
グ

ル
ー
プ
全
体
の
所
得
を
各
領
邦
に
恣
意
的
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
納
税
義
務
者
が
租
税
回
避
を
企
図
し
た
こ
と
に
対
す
る
対
抗
策
と

し
て
現
れ
た
こ
と
に
そ
の
起
源
を
持
つ
。
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
事
業
税
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
〇
二
年
五
月
三

一
日
判
決

（
44
）

に
お
い
て
、
グ
ル
ー
プ
企
業
に
対
し
て
機
関
会
社
制
度
が
適
用
さ
れ
る
際
に
は
、
親
会
社
と
子
会
社
等
と
の
関
係
は
一
つ
の
企

業
に
お
け
る
使
用
者
と
被
用
者
（
従
業
員
）
と
の
関
係
と
し
て
観
念
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
被
用
者
説

（A
ngestelltentheorie

）
で
あ
る
。
右
の
事
業
税
、
そ
し
て
売
上
税
に
関
す
る
機
関
会
社
制
度
が
法
人
税
の
そ
れ
に
先
行
す
る
形
で
判
例

上
発
達
し
た
。
そ
の
判
例
・
学
説
は
法
人
税
の
そ
れ
に
一
定
の
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
も
そ
も
機
関
会
社
制
度
の
成
立
に
は
企
業
の
経

済
的
一
体
性
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
基
準
が
売
上
税
上
の
企
業
概
念
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
当
時
の
売
上
税
法
を
ベ
ー

（
41
）

B
auer,

K
laus,

D
ie

B
esteuerung

deutscher
K

onzerne
:

W
irtschaftliche

E
inheit

und
K

onzernsteuerrecht,
R

egensburg
1987 ,

S
.
79

;
R

upp,

E
rtragsbesteuerung

nationaler
K

onzerne
(Fn.11 ),S.244 ff.;Schuechzer

(Fn.14 ),R
IW
1995 ,44 .

（
42
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
増
井
・
前
掲
注
（
７
）
一
〇
九
頁
以
下
に
、
経
済
情
勢
・
学
説
の
展
開
も
併
せ
た
優
れ
た
論
述
が
あ
る
。

（
43
）

H
erzig,E

inführung
(Fn.21 ),S.4 ff.

（
44
）

E
ntscheidung
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Preußischen

O
berverw
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v.31 .5 .1902 ,O

V
G

StB
d.10 ,391 .



広島法学　33 巻３号（2010 年）－14

ス
と
す
る
と
、
完
全
支
配
関
係
に
あ
る
親
子
会
社
間
の
資
産
譲
渡
に
は
、
そ
れ
が
一
つ
の
企
業
内
で
の
内
部
取
引
と
見
な
し
う
る
の
で
、

売
上
税
を
課
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た

（
45
）

。
こ
の
よ
う
に
完
全
支
配
関
係
と
い
う
概
念
構
築
は
さ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
完
全
支
配
関

係
を
構
築
す
る
厳
密
な
要
件
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
判
例
も
学
説
も
そ
の
構
築
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
。
こ
こ
でR

osendorf （
46
）

の
功

績
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
所
論
に
よ
る
と
、
子
会
社
の
自
己
責
任
に
よ
る
意
思
決
定
が
排
除
さ
れ
、
子
会
社
と
親
会
社
と
が
一
つ
の

大
企
業
内
部
の
複
数
の
部
門
の
よ
う
に
活
動
し
た
場
合
に
、
経
済
的
一
体
性
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
な
お
こ
の
よ
う
な
売
上
税
に
関
す
る
議

論
の
展
開
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
売
上
税
の
納
税
義
務
が
私
法
上
の
法
形
態
を
基
準
と
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
り

（
47
）

、
か
よ
う
な
場
面
に
お
い

て
は
当
時
の
い
わ
ゆ
る
経
済
的
観
察
法
の
影
響
も
あ
っ
た
と
い
う
評
価
が
あ
る

（
48
）

。
そ
こ
に
は
私
法
を
敢
え
て
基
準
と
せ
ず
、
経
済
的
実
態

を
ベ
ー
ス
に
し
た
解
釈
論
を
通
じ
た
立
法
論
が
展
開
さ
れ
る
素
地
が
整
っ
て
い
た
。

そ
れ
を
受
け
て
、
そ
の
約
二
〇
年
後
、
帝
国
財
政
裁
判
所
は
右
の
判
決
理
論
を
法
人
税
に
も
適
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た

（
49
）

。
ま
た
有
限
会

社
の
活
動
は
そ
れ
を
支
配
す
る
株
主
に
帰
属
す
る
と
し
た
一
九
二
七
年
一
一
月
一
一
日
の
判
決

（
50
）

に
お
い
て
、R

osendorff

の
言
及
し
た
財

政
的
編
入
、
経
済
的
編
入
、
組
織
的
編
入
（
後
二
者
は
近
時
廃
止
さ
れ
た
）
と
い
う
法
人
税
に
お
け
る
機
関
会
社
制
度
の
適
用
要
件
を
明

（
45
）
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ら
か
に
し
た
。
こ
の
判
決
の
背
景
に
は
一
九
一
九
年
租
税
調
整
法
四
条
に
前
叙
の
い
わ
ゆ
る
経
済
的
観
察
法
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る

と
言
わ
れ
る

（
51
）

。
し
か
し
、
法
人
税
に
係
る
機
関
会
社
制
度
の
目
的
は
決
し
て
租
税
回
避
の
防
止
で
は
な
く
、
当
時
は
法
人
税
に
お
け
る
法

人
―
株
主
間
の
配
当
に
つ
い
て
負
担
調
整
措
置
が
採
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ク
ラ
シ
カ
ル
メ
ソ
ッ
ド
が
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、

グ
ル
ー
プ
企
業
間
で
法
人
間
配
当
に
よ
る
二
重
課
税
、
多
重
課
税
の
防
止
に
移
行
し
て
い
た

（
52
）

。

そ
の
後
帝
国
財
政
裁
判
所
は
被
用
者
説
に
基
づ
い
た
判
決
を
い
く
つ
か
出
し
て
き
た
が
、
帰
属
説
（Z

urechnungstheorie （
53
）

）
へ
と
発
展

し
た
。
被
用
者
説
は
支
配
会
社
と
従
属
会
社
と
の
支
配
従
属
関
係
を
説
明
す
る
こ
と
に
重
点
が
あ
っ
た
。
し
か
し
従
属
会
社
の
比
較
対
象

を
従
業
員
と
し
て
の
自
然
人
に
求
め
る
こ
と
に
は
や
や
無
理
が
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
自
然
人
は
自
己
の
意
思
で
自
己
の
所
得
を
得
る
た
め

に
活
動
す
る
が
、
こ
こ
で
の
法
人
は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る

（
54
）

。
そ
こ
で
帰
属
説
は
支
配
会
社
の
み
な
ら
ず
、
従
属
会
社
も
独
自
に
そ

の
計
算
で
自
己
の
営
業
を
営
み
当
該
従
属
会
社
自
体
に
そ
の
成
果
が
帰
属
し
、
最
終
的
に
支
配
会
社
の
も
と
に
従
属
会
社
の
す
べ
て
の
損

益
が
帰
属
す
る
と
構
成
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
ま
た
、
支
配
会
社
と
従
属
会
社
と
の
間
で
利
益
拠
出
契
約
（G

ew
innabführungsvertarg

）

の
締
結
も
判
例
上
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

（
55
）

。
こ
れ
は
法
人
税
法
上
の
機
関
会
社
制
度
が
先
行
す
る
事
業
税
、
売
上
税
に
係
る
機

関
会
社
制
度
に
倣
い
、
帝
国
財
政
裁
判
所
が
、
個
々
の
法
的
に
独
立
す
る
機
関
会
社
の
ま
さ
に
そ
う
し
た
独
立
性
を
尊
重
し
た
結
果
、
従

属
会
社
の
も
と
で
相
互
に
独
立
し
て
計
算
さ
れ
た
課
税
所
得
を
支
配
会
社
に
帰
属
さ
せ
る
た
め
の
道
具
と
し
て
要
求
し
た
こ
と
に
そ
の
起

（
51
）

H
erlinghaus,System

atik
und

R
echtsfertigung

(Fn.34 ),S.87 .

（
52
）

G
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K
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O
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）
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）
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）
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源
が
あ
る
。
ま
た
、
後
に
言
及
す
る
よ
う
に
、
個
々
の
機
関
会
社
に
係
る
そ
う
し
た
法
的
独
立
性
ゆ
え
に
、
機
関
会
社
相
互
間
の
取
引
か

ら
生
ず
る
損
益
は
い
わ
ゆ
る
内
部
利
益
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
、
独
立
当
事
者
間
の
そ
れ
と
し
て
認
識
さ
れ
る

（
56
）

。

と
こ
ろ
が
連
邦
財
政
裁
判
所
の
判
例
は
動
揺
を
見
せ
る

（
57
）

。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
決
算
説
（B

ilanzierungstheorie

）
の
登
場
で
あ
る
。
こ

の
立
場
は
帰
属
説
に
含
ま
れ
る
矛
盾
を
そ
の
出
発
点
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
個
々
の
従
属
会
社
の
主
体
性
を
維
持
し
つ
つ
、
そ
の
損
益

が
支
配
会
社
の
も
と
に
帰
属
す
る
こ
と
は
理
論
的
に
二
律
背
反
の
も
の
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る

（
58
）

。
右
の
立
場
の
要
点
は
従
属

会
社
の
独
立
性
の
強
調
で
あ
り

（
59
）

、
実
際
に
従
属
会
社
に
よ
り
利
益
拠
出
契
約
に
基
づ
き
支
配
会
社
に
拠
出
さ
れ
た
利
益
の
み
が
期
間
所
得

を
構
成
す
る
と
さ
れ
た
。
か
か
る
拠
出
利
益
は
支
配
会
社
の
も
と
の
で
事
業
収
入
、
従
属
会
社
の
も
と
で
の
事
業
支
出
と
扱
わ
れ
た
。
し

か
し
従
属
会
社
の
も
と
で
控
除
不
能
な
支
出
―
典
型
例
と
し
て
は
人
税
（P

ersonensteuern

）
―
は
拠
出
の
対
象
外
と
さ
れ
た

（
60
）

。
す
な
わ

ち
商
法
上
の
利
益
が
拠
出
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
、
例
え
ば
資
産
の
耐
用
年
数
が
商
法
と
租
税
法
と
で
異
な
る
場
合
に
は
両
者
に
乖

離
が
生
じ
、
通
常
租
税
法
上
の
そ
れ
が
長
い
た
め
に
、
詳
細
は
次
節
に
譲
る
が
、
そ
の
構
造
上
従
属
会
社
の
も
と
に
未
利
用
欠
損
金
額
が

発
生
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
支
配
会
社
と
従
属
会
社
と
の
間
で
の
二
重
課
税
の
排
除
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
、
ま
た
商
法
上
の
利
益
計
算
に
は
選
択
可
能
性
が
あ
る
の
で
結
果
と
し
て
課
税
所
得
計
算
に
恣
意
が
入

り
込
む
可
能
性
が
あ
る
と
批
判
さ
れ
た

（
61
）

。
そ
の
後
判
例
は
再
び
帰
属
説
へ
と
そ
の
立
場
を
変
更
し
た

（
62
）

。
そ
の
中
で
判
例
は
機
関
会
社
制
度

（
56
）
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の
意
義
を
グ
ル
ー
プ
企
業
間
で
の
二
重
課
税
の
排
除
に
あ
る
と
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
法
人
税
法
上
の
機
関
会
社
制
度
は
な
お
判
例
上
の
そ
れ
で
あ
り
続
け
た
。
し
か
し
、
判
例
上
の
制

度
で
あ
る
が
故
の
不
明
確
さ
が
あ
っ
た
り
、
一
九
三
六
年
に
事
業
税
に
係
る
機
関
会
社
制
度
が
立
法
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
機

関
会
社
制
度
の
経
済
的
意
義
が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
等
か
ら

（
63
）

、
連
邦
財
政
裁
判
所
も
一
九
六
二
年
に
お
い
て
立
法
者
へ
法
制
定
を
促
す
に

い
た
っ
た
。
一
九
六
九
年
に
法
人
税
法
七
ａ
条
が
制
定
さ
れ
、
一
九
七
七
年
法
人
税
法
改
正
に
際
し
て
現
行
法
の
一
四
条
以
下
に
引
き
継

が
れ
た
。

２
　
制
度
適
用
要
件

特
定
の
結
合
企
業
に
機
関
会
社
制
度
の
適
用
が
な
さ
れ
る
際
の
要
件
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（1）

財
政
的
編
入

財
政
的
編
入
と
は
支
配
会
社
が
事
業
年
度
開
始
時
に
従
属
会
社
に
つ
い
て
直
接
に
議
決
権
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
超
を
保
有
す
る
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
、
Ａ
有
限
会
社
が
Ｃ
有
限
会
社
に
四
九
パ
ー
セ
ン
ト
資
本
参
加
し
、
同
じ
く
Ｃ
有
限
会
社
に
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

資
本
参
加
し
て
い
る
Ｂ
有
限
会
社
に
先
の
Ａ
有
限
会
社
が
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
資
本
参
加
す
る
と
い
う
形
態
の
い
わ
ば
間
接
的
な
資
本
参
加

で
も
財
政
的
編
入
の
要
件
は
充
足
さ
れ
る
。

（2）

利
益
拠
出
契
約

支
配
会
社
と
従
属
会
社
は
、
利
益
拠
出
契
約
に
よ
り
全
利
益
を
唯
一
の
他
の
事
業
企
業
に
拠
出
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
、
そ
れ
を

（
61
）
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以
っ
て
従
属
会
社
の
所
得
は
支
配
会
社
に
帰
属
す
る
（
ド
イ
ツ
法
人
税
法
一
四
条
一
項
、
ド
イ
ツ
株
式
法
二
九
一
条
一
項
）。
損
失
の
拠

出
は
ド
イ
ツ
株
式
法
三
〇
二
条
一
項
に
拠
り
行
わ
れ
る
。

こ
の
利
益
拠
出
契
約
は
、
ド
イ
ツ
法
人
税
法
の
体
系
上
必
要
で
あ
り
、
重
要
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
法
人
税
法
は
原
則
と
し
て
法
主
体
原
則

（S
ubjektivprinzip

）
を
採
用
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
凡
そ
納
税
義
務
者
は
法
主
体
性
の
有
無
に
基
づ
き
認
識
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、

法
主
体
を
異
に
す
る
複
数
企
業
の
結
合
体
で
あ
る
機
会
会
社
制
度
は
制
度
体
系
上
例
外
物
で
あ
り
、
法
主
体
間
に
ま
た
が
る
損
益
の
通

算
・
課
税
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
可
能
と
す
る
特
別
の
制
度
が
必
要
と
な
る

（
64
）

。
そ
れ
が
利
益
拠
出
契
約
で
あ
る
。

（3）

制
度
適
用
要
件
の
合
理
性
？

こ
こ
で
機
関
会
社
制
度
適
用
要
件
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
お
く
。

一
に
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
結
合
企
業
に
は
機
関
会
社
制
度
が
適
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
適
用
要
件
は
陳
腐
化
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
か
つ
て
の
結
合
企
業
の
典
型
例
と
し
て
は
、
グ
ル
ー
プ
内
の
親
会
社
が
子
会
社
を
意
思
決
定
あ
る
い
は
資
金
調
達
の
側
面
等
で

ま
さ
に
支
配
し
て
お
り
、
そ
れ
は
子
会
社
の

”独
自
の
意
思
決
定
の
喪
失
（W

illenslosigkeit

（
65
）

）“
と
も
表
現
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
一

体
の
企
業
結
合
に
お
い
て
は
支
配
会
社
に
よ
る
統
一
的
な
意
思
決
定
に
よ
る
経
営
が
指
向
さ
れ
、
そ
れ
が
企
業
結
合
の
経
営
の
あ
り
方
で

あ
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
と
推
論
で
き
る
。
し
か
し
、
現
在
に
お
け
る
結
合
企
業
の
経
営
の
実
態
は
決
し
て
右
の
形
態
に
尽
き
る
も
の
で
は

（
64
）
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、
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法
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条
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―
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四
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（
タ
ッ
ク
ス
ヘ
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ン
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）
を
挙
げ
る
。
所
論
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
特
別
な
契
約
が
な
く
と
も
分
離
原
則
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。

（
65
）
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な
い
。
例
え
ば
、
む
し
ろ
、
現
在
で
は
企
業
結
合
グ
ル
ー
プ
内
で
は
各
社
の
役
割
分
担
が
重
視
さ
れ
、
各
社
は
独
自
の
役
割
を
担
い
、
か

つ
、
そ
の
際
支
配
会
社
に
よ
る
意
思
決
定
に
逐
次
服
さ
ず
、
独
自
の
経
営
判
断
に
基
づ
い
て
業
務
遂
行
を
行
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
し

て
か
か
る
経
営
は
独
自
の
専
門
的
知
識
に
基
づ
く
合
理
的
な
経
営
を
可
能
に
し
、
経
営
環
境
の
変
化
に
迅
速
に
対
応
で
き
る
と
い
う
経
営

の
効
率
性
を
生
み
出
す
。

二
に
、
し
た
が
っ
て
、
か
つ
て
の
よ
う
に
、
機
関
会
社
制
度
適
用
要
件
と
し
て
、
利
益
拠
出
契
約
と
並
ん
で
、
グ
ル
ー
プ
企
業
内
部
で

の
財
政
的
編
入
、
組
織
的
編
入
（oranisatorische

E
ingliederung

）、
経
済
的
編
入
（w

irtschaftliche
E

ingliederung

）
と
い
う
三
要
件

を
課
す
る
こ
と
は
現
実
の
経
営
実
態
（
例
、
事
業
部
制
の
よ
う
な
分
散
的
経
営
組
織
ま
た
は
金
融
持
株
会
社

（
66
）

）
に
即
し
て
不
適
当
で
あ
る

と
言
え
よ
う

（
67
）

。
確
か
に
機
関
会
社
制
度
は
一
九
六
九
年
の
立
法
化
以
降
は
企
業
結
合
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
が

（
68
）

、

そ
の
目
的
が
か
つ
て
の
よ
う
に
租
税
回
避
の
防
止
で
あ
る
な
ら
ば
経
済
的
編
入
お
よ
び
組
織
的
編
入
と
い
う
要
件
も
一
定
の
意
味
を
持
つ

が
、
最
早
今
日
で
は
か
か
る
要
請
は
な
い
こ
と
は
先
に
も
指
摘
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
で
は
先
に
も
挙
げ
た
よ
う
に
、
適
用
要
件
と

し
て
は
、
先
の
三
要
件
の
う
ち
、
財
政
的
編
入
の
要
件
の
み
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
後
二
者
は
あ
く
ま
で
も
先
に
も
言
及
し
た
租
税
回

避
の
防
止
と
い
っ
た
歴
史
的
経
緯
か
ら
要
求
さ
れ
た
も
の
で
あ
り

（
69
）

、
確
か
に
、
最
早
グ
ル
ー
プ
企
業
は
必
ず
し
も
厳
格
な
上
下
・
指
揮
命

令
関
係
に
な
い
こ
と
、
純
粋
持
株
会
社
の
設
立
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
等
に
鑑
み
て

（
70
）

、
そ
れ
を
経
営
実
態
に
即
し
て
正
当
な
租
税
政
策
の

（
66
）

R
aupach,G

em
einschaftsw

eite
U

nternehm
ensbesteuerung

(Fn.38 ),S.710
;Scheuchzer

(Fn.14 ),R
IW
1995 ,43 f.

（
67
）

P
otthast,

T
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E
ntw

icklung
der

K
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von
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V
orform
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zur
U

nternehm
enssteuerreform

2001
:

E
ine

U
ntersuchung

köperschaftsteuerlicher
E

ntw
icklungstendenzen

in
Steuergesetzgebung

und
Steuergestaltung,Frankfurta.M

.2007 ,S.145 .

（
68
）

Potthast,E
ntw

icklung
der

K
öperschaftsteuer

(Fn.67 ),S.144 f.

（
69
）

G
rotherr,

S
iegfried,

D
ie

unterschiedlichen
K

onzernbesteuerungssystem
e

in
den

M
itgliedstaaten
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E
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U

nion-E
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steuersystem
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A
nalyse

im
H
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auf

R
eform

übelegungen
beim

steuerlichen
O

rganschaftskonzept,StuW
1996 ,376 .
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あ
り
方
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
る

（
71
）

。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
相
互
に
独
立
し
た
、
個
別
の
企
業
と
グ
ル
ー
プ
企
業
と
の
境
界
線
が
曖
昧

に
な
る
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
複
数
の
企
業
間
に
お
け
る
財
政
的
編
入
の
関
係
が
あ
る
の
み
で
は
、
果
た
し
て
企
業
の

”結

合
“
と
し
て
特
別
の
税
制
を
適
用
す
る
に
足
り
る
の
か
、
が
問
わ
れ
る
。
今
日
の
支
配
会
社
の
従
属
会
社
に
対
す
る
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
超
の

資
本
参
加
と
い
う
基
準
が
妥
当
か
否
か
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
あ
る
い
は
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
場
合
に
よ
っ

て
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
資
本
参
加
割
合
を
要
求
す
る
こ
と
も
あ

（
72
）

る
（
73
）

。
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
の
事
情
を
斟
酌
す
る
と
、
ド
イ
ツ
の

租
税
政
策
の
課
題
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
で
の
統
一
的
な
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
税
制
の
構
築
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の

資
本
参
加
割
合
に
適
合
さ
せ
る
必
要
性
も
認
識
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る

（
74
）

。
加
え
て
、
最
低
資
本
参
加
割
合
を
高
め
る
こ
と
は
一
定
以
上

（
70
）

H
erzig,

E
inführung

(Fn.21 ),
S.7

;
G

rotherr,
Siegfried,

D
ie

R
eform

diskussion
über

das
steuerliche

O
rganschaftskonzept

in
der

B
undesrepublik

D
uetschland,

in
:

G
assner,

W
olfgang

/
M

ichael
L

ang
/

W
erner

W
ieser

(H
rsg.),

B
esteuerung

von
U

nternehm
ensgruppen

:
B

estandsaufnahm
e

und

V
orschläge

zur
R

eform
der

O
rganschaftim

K
öperschaftsteuerrecht,W

ien
1998 ,S.235 .

（
71
）

ま
た
、G

rotherr,R
eform

diskussion
(Fn.70 ),S.236 .

に
よ
る
と
、
本
文
中
に
挙
げ
た
い
わ
ば
実
体
的
な
議
論
と
並
び
、
組
織
的
編
入
お
よ
び
経
済
的
編

入
と
い
う
要
件
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
企
業
と
外
国
企
業
と
の
間
で
の
そ
の
認
識
・
確
認
が
ド
イ
ツ
課
税
庁
に
と
っ
て
困
難
で
あ
る
と
の
手
続
的
理
由
が
あ
る
と

い
う
。

（
72
）

同
旨
、K

essler,§
1

R
ahm

enbedingungen
(Fn.7 ),R

z.62 .K
essler

教
授
は
機
関
会
社
制
度
の
あ
り
方
と
し
て
、
支
配
会
社
の
従
属
会
社
に
対
す
る
75
パ

ー
セ
ン
ト
の
資
本
参
加
、
内
部
利
益
の
非
認
識
、
適
用
範
囲
の
国
際
的
拡
大
を
挙
げ
て
い
る
。
右
の
点
に
つ
き
、
そ
の
他
の
文
献
と
し
て
、
参
照
、Jacobs,

O
tto

H
.

/
C

hristoph
Spengel,

E
rtragbesteuerung

von
K

onzernen
in

D
eutschland

und
Frankreich-E

ine
V

ergleichende
A

nalyse
unter

besonderer

B
erücksichtigung

der
B

ehandlung
konzerninterner

T
ransakutionen

T
eil2

,IStR
1994 ,150 f.

（
73
）

こ
の
点
、D

örr,Ü
berblick

über
die

K
onzernbesteuerung

(Fn.26 ),S.739 f.

に
よ
る
と
、
現
実
に
利
益
拠
出
契
約
の
締
結
は
従
属
会
社
の
も
と
で
株
主

総
会
の
議
決
に
つ
き
、
そ
の
四
分
の
三
の
多
数
を
要
す
る
の
で
（
ド
イ
ツ
株
式
法
二
九
三
条
一
項
）、
こ
の
こ
と
も
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
資
本
参
加
割
合
を

設
定
す
る
根
拠
に
な
り
う
る
と
す
る
。
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の
資
本
参
加
が
長
期
間
固
定
化
さ
れ
、
本
来
好
ま
し
い
投
資
対
象
に
対
す
る
投
資
機
会
が
失
わ
れ
た
り
、
機
関
会
社
制
度
の
適
用
を
受
け

る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
経
済
的
に
好
ま
し
く
な
い
株
式
取
得
も
行
わ
れ
か
ね
な
い
と
い
う
指
摘

（
75
）

も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
支

配
会
社
の
資
本
参
加
割
合
を
あ
ま
り
に
高
く
設
定
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
逆
に
、
高
い
割
合
の
資
本
参
加
を
要
求
す

れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
単
一
説
的
な
課
税
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
現
実
の
機
関
会
社
間
の
資
本
参
加
割
合
も
そ
う
で
あ
る
と

い
う
の
で
、
グ
ル
ー
プ
企
業
の
経
済
的
実
態
に
即
し
た
課
税
を
行
う
こ
と
が
で
き
よ
う

（
76
）

。
加
え
て
現
在
で
は
経
済
的
編
入
お
よ
び
組
織
的

編
入
の
要
件
は
必
要
な
い
が
、
仮
に
組
織
的
編
入
を
欠
い
た
状
態
で
は
、
支
配
会
社
と
従
属
会
社
と
の
間
で
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
内
部
で
の
統

一
的
経
営
が
で
き
な
く
な
り
、
ひ
い
て
は
支
配
会
社
と
従
属
会
社
と
の
間
で
利
益
拠
出
を
正
当
化
す
る
ほ
ど
の
経
済
的
実
態
が
な
く
な
る

と
い
う
批
判
も
あ
る

（
77
）

。
尤
も
、
私
見
に
よ
る
と
右
の
議
論
に
は
一
定
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
グ
ル
ー
プ
企
業
は
そ
の
一
体
性

ゆ
え
に
機
関
会
社
制
度
が
特
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
仮
に
グ
ル
ー
プ
企
業
間
で
の
経
営
が
分
散
的
・
独
立
的
で
あ
っ
た
場
合
、
そ

れ
ら
の
会
社
に
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
一
体
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
か
、
あ
る
い
は
妥
当
か
は
疑
問
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
と
、
先
に
も
言
及
し
た
機
関
会
社
適
用
要
件
の
改
正
の
合
理
性
自
体
再
検
討
の
余
地
は
あ
ろ
う
。

な
お
、
結
果
論
で
あ
る
が
、
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
超
と
い
う
比
較
的
緩
や
か
な
資
本
参
加
割
合
を
補
う
意
味
を
以
っ
て
利
益
拠
出
契
約
の

存
在
を
正
当
化
す
る
と
し
て
も
、
か
か
る
契
約
に
よ
り
支
配
会
社
に
従
属
会
社
の
利
益
の
み
で
な
く
、
損
失
も
帰
属
す
る
こ
と
は
企
業
経

営
上
の
責
任
の
所
在
の
配
置
か
ら
問
題
も
あ
る
と
さ
れ
る

（
78
）

。
す
な
わ
ち
、
今
日
の
経
営
形
態
と
し
て
グ
ル
ー
プ
企
業
内
で
も
各
会
社
の
分

（
74
）

Scheuchzer
(Fn.14 ),R

IW
1995 ,44 .

（
75
）

Sievert,K
onzernbesteuerung

(Fn.13 ),S.241 .

（
76
）

G
rotherr

(Fn.69 ),StuW
1996 ,376 .

（
77
）

B
auer,B

esteuerung
deutscher

K
onzerne

(Fn.41 ),S.76 ff.;R
upp,E

rtragsbesteuerung
(Fn.11 ),S.240 ff.
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散
的
・
自
律
的
経
営
が
行
わ
れ
て
い
る
中
で
、
従
属
会
社
の
経
営
責
任
意
識
が
薄
れ
て
い
く
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
ち
う
る
と
言
え
る
。

三
に
、
そ
も
そ
も
租
税
理
論
上
も
利
益
拠
出
契
約
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
は
必
ず
し
も
必
要
な
い
と
言
え
よ
う

（
79
）

。
利
益
拠
出
契
約
は
、

歴
史
的
に
見
る
と
、
帝
国
財
政
裁
判
所
の
も
と
で
は
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
ず

（
80
）

、
従
来
機
関
会
社
制
度
が
法
律
上
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

判
例
法
上
の
制
度
で
あ
っ
た
時
代
に
、
法
的
安
定
性
を
実
現
す
る
た
め
に
要
件
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る

（
81
）

。
こ
の
点
、
確
か
に

今
日
で
は
一
定
の
資
本
参
加
割
合
が
親
子
会
社
間
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
機
関
会
社
制
度
が
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
利

益
拠
出
契
約
を
も
適
用
要
件
と
す
る
こ
と
で
強
制
的
な
適
用
（Z

w
angsorganschaft

）
が
回
避
さ
れ
る
と
い
う
意
義
も
承
認
さ
れ
て
い
る

（
82
）

。

し
か
し
、
各
国
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
て
お
ら
ず
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
税
制
の
適
用
に
特
別
に
契
約
が
求
め
ら
れ
る
の

は
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
等
で
あ
り
、
そ
れ
は
少
数
派
で
あ
る
。
Ｓ
ａ
β
氏
は
利
益
拠
出
契
約
を
厳
格
に

適
用
す
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
が
厳
格
な
適
用
を
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
一
般
利
益
（
Ｅ
Ｃ
条
約
五
六
条
）
に
よ
り
正
当
化
で
き
な
い

Ｅ
Ｃ
法
違
反
を
も
た
ら
す
基
本
的
自
由
に
対
す
る
隠
れ
た
制
約
と
さ
れ
Ｅ
Ｃ
法
違
反
で
あ
る
と
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る

（
83
）

。
さ
ら
に
、
機
関

会
社
制
度
の
適
用
に
よ
り
従
属
会
社
の
損
益
が
支
配
会
社
に
帰
属
す
る
と
い
う
法
律
上
の
効
果
が
利
益
拠
出
契
約
に
拠
る
こ
と
と
な
れ

（
78
）
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K
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ば
、
機
関
会
社
制
度
の
適
用
範
囲
を
国
際
的
に
拡
大
す
る
際
に
、
利
益
拠
出
契
約
は
そ
の
構
造
上
外
国
の
会
社
法
に
よ
る
当
該
国
の
利
益

を
保
護
す
る
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
あ
る

（
84
）

。
そ
れ
故
に
、
利
益
拠
出
契
約
は
完
全
に
廃
止
す
る
こ
と
が
妥
当
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
な
お
、
利
益
拠
出
契
約
に
つ
い
て
は
後
に
も
う
一
度
言
及
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
利
益
拠
出
契
約
を
放
棄
し
た
後
は
、
そ
の
他
の
要
件
の
構
築
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
一
体
性
を
持
っ
た
企
業
結
合
の

存
在
が
認
識
さ
れ
る
た
め
の
要
件
と
し
て
一
定
以
上
の
資
本
参
加
割
合
、
グ
ル
ー
プ
全
体
で
の
統
合
的
経
営
と
い
っ
た
も
の
で
は
機
関
会

社
制
度
の
適
用
に
い
た
ら
な
い
と
こ
と
を
以
っ
て
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
は
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
税
法
は
存
在
し
な
い
と
言

わ
れ
る
こ
と
も
あ
る

（
85
）

。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
ま
た
先
に
も
触
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
確
か
に
ド
イ
ツ
法
人
税
法
の
私
法
準
拠
主
義
に

よ
り
法
人
格
を
ベ
ー
ス
に
納
税
義
務
の
所
在
を
決
定
す
る
と
い
う
原
則
も
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
法
人
税
の
存
在
根
拠
の
一
つ
と
し
て
所
得

税
の
納
税
義
務
者
が
法
人
へ
の
投
資
を
し
た
場
合
、
配
当
が
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
課
税
繰
延
を
防
止
す
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
現
在
の
ド
イ
ツ
法
人
税
法
で
は
、
法
人
間
配
当
は
ほ
ぼ
非
課
税
扱
い
と
さ
れ
て
お
り
（
ド
イ
ツ
法
人
税
法
八
ｂ
条
）、
少
な
く
と
も

こ
の
点
で
法
人
税
率
と
個
人
所
得
税
率
と
の
差
に
着
目
し
た
ロ
ッ
ク
イ
ン
は
発
生
し
な
い
。
そ
れ
故
、
右
の
図
式
は
法
人
―
個
人
間
に
は

成
り
立
つ
が
、
法
人
―
法
人
間
に
は
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
。
そ
れ
故
、
グ
ル
ー
プ
を
形
成
す
る
法
人
間
で
は
そ
の
法
人
格
を
無
視
す
る

こ
と
も
許
さ
れ
る
一
つ
の
要
素
で
あ
る
と
言
い
う
る
。

四
に
、
今
日
の
経
営
の
現
状
に
鑑
み
て
、
機
関
会
社
制
度
の
適
用
を
国
内
に
限
定
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
妥
当
か
否
か
に
つ
い
て
も
疑

（
84
）

H
erzig
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agner
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B
2005 ,6 .

（
85
）

W
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義
が
生
じ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
企
業
活
動
の
実
態
に
税
制
は
対
応
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
こ
と
は
三
章
で

触
れ
る
。

五
に
、
現
在
廃
止
さ
れ
て
い
る
が
、
複
数
親
会
社
型
機
関
会
社
制
度
（M
ehrm

utterorganschaft

）
の
効
用

（
86
）

は
改
め
て
想
起
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
近
年
は
資
産
流
動
化
法
制
の
整
備
に
よ
り
多
数
の
投
資
家
が
ビ
ッ
ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
投
資
を
行
い
や
す
く
な
っ
て
い
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
複
数
企
業
が
一
体
と
な
っ
て
投
資
を
す
る
必
要
が
あ
る
そ
う
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、
複
数
の
支
配

会
社
が
親
会
社
と
な
り
子
会
社
で
あ
る
従
属
会
社
に
投
資
す
る
一
つ
の
投
資
形
態
の
採
用
が
可
能
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

そ
も
そ
も
現
在
の
機
関
会
社
制
度
は
支
配
会
社
と
従
属
会
社
と
の
間
に
お
け
る
経
営
上
の
厳
格
な
指
揮
監
督
関
係
を
前
提
と
す
る
わ
け
で

は
必
ず
し
も
な
い
が
、
適
用
要
件
に
は
な
お
そ
の
名
残
が
あ
る

（
87
）

。
し
か
し
、
経
営
理
論
上
は
複
数
企
業
が
対
等
の
立
場
で
ノ
ウ
ハ
ウ
の
交

換
、
経
営
リ
ソ
ー
ス
の
協
働
投
入
を
通
じ
て
一
つ
の
事
業
を
展
開
す
る
ケ
ー
ス
が
現
在
で
は
多
い
と
さ
れ
、
そ
の
適
例
と
し
て
ジ
ョ
イ
ン

ト
ベ
ン
チ
ャ
ー
が
あ
る

（
88
）

。
租
税
法
上
そ
れ
を
実
現
す
る
の
が
複
数
親
会
社
型
機
関
会
社
制
度
で
あ
る
。
通
常
複
数
の
企
業
が
一
つ
の
企
業

に
資
本
参
加
す
る
形
態
を
採
る
の
で
、
か
か
る
形
態
上
機
関
会
社
制
度
の
適
用
は
で
き
な
い
の
で
、
出
資
企
業
が
民
法
上
の
組
合
を
形
成

し
、
右
組
合
を
通
じ
て
資
本
参
加
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
し
て
慣
習
法
上
の
制
度
と
し
て

（
89
）

、
複
数
親
会
社
型
機
関
会
社
制
度
は
運
用
さ

れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
民
法
上
の
組
合
を
単
位
に
資
本
参
加
割
合
が
算
定
さ
れ
、
利
益
拠
出
契
約
の
締
結
も
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
一

九
九
九
年
六
月
九
日
判
決

（
90
）

に
よ
り
複
数
親
会
社
と
子
会
社
と
の
間
で
親
子
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
民
法
上
の
組
合
は
意
味
を
失

（
86
）

G
rotherr

(Fn.69 ),StuW
1996 ,376 .

（
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）
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（
88
）
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）
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っ
た
（
い
わ
ゆ
る

”複
数
従
属
の
理
論
（L

ehre
von

der
m

ehrfachen
A

bhängigkeit

）“
）。
し
か
し
こ
の
判
決
を
ベ
ー
ス
と
す
る
と
複
数

親
会
社
型
機
関
会
社
制
度
は
成
立
し
え
な
い
の
で
、
課
税
庁
は
不
適
用
通
達
で
対
応
し

（
91
）

、
な
お
複
数
親
会
社
型
機
関
会
社
制
度
の
成
立
を

可
能
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
即
座
に
そ
の
内
容
を
法
改
正
で
立
法
化
し
た

（
92
）

。
と
こ
ろ
が
間
も
な
く
さ
ら
な
る
法
改
正
に
よ
り
先
の
法
改
正

で
命
脈
を
保
っ
て
い
た
複
数
親
会
社
型
機
関
会
社
制
度
は
廃
止
さ
れ
た

（
93
）

。
廃
止
の
理
由
は
税
収
確
保
に
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る

（
94
）

。
こ
の
制

度
の
復
活
を
求
め
る
声
は
強
い

（
95
）

。

六
に
、
機
関
会
社
制
度
は
法
人
税
に
つ
い
て
は
五
年
間
継
続
し
て
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
柔
軟
な
組
織
再
編
を
可

能
に
す
る
た
め
に
は
期
間
は
も
う
少
し
短
め
に
設
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る

（
96
）

。
先
に
も
挙
げ
た
市
場
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め

に
は
機
関
グ
ル
ー
プ
の
再
編
は
適
時
に
行
わ
れ
る
べ
き
と
す
れ
ば
、
右
の
要
請
が
出
て
こ
よ
う
。

３
　
機
関
会
社
制
度
を
適
用
し
た
場
合
の
法
的
効
果
の
特
徴

機
関
会
社
制
度
が
適
用
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
企
業
に
と
っ
て
、
同
制
度
の
適
用
に
よ
り
如
何
な
る
法
的
効
果
が
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

課
税
所
得
計
算
に
係
る
技
術
的
側
面
は
次
節
以
降
に
譲
る
が
、
そ
れ
以
外
の
注
目
す
べ
き
特
徴
を
、
若
干
の
重
複
は
あ
る
が
、
制
度
的
側

面
か
ら
概
観
し
て
お
く
。

（
90
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一
に
、
機
関
会
社
は
そ
れ
ぞ
れ
法
主
体
性
を
維
持
す
る
の
で
あ
り
、
ま
ず
、
各
機
関
会
社
の
も
と
で
課
税
所
得
の
計
算
を
行
い
、
従
属

会
社
の
正
負
の
所
得
の
支
配
会
社
へ
の
帰
属
と
い
う
形
で
そ
れ
ら
を
支
配
会
社
の
も
と
で
通
算
す
る
と
い
う
二
段
階
の
課
税
所
得
計
算
が

行
わ
れ
る

（
97
）

。
こ
う
し
た
構
造
は
、
後
に
も
言
及
す
る
が
、
一
方
で
、
グ
ル
ー
プ
企
業
が
実
質
的
に
一
つ
の
経
済
的
単
位
を
構
成
し
て
お
り
、

い
わ
ゆ
る
経
済
的
観
察
法
に
基
づ
け
ば
、
グ
ル
ー
プ
企
業
を
一
つ
の
納
税
主
体
と
し
て
見
る
こ
と
も
実
質
的
に
不
可
能
で
は
な
い
こ
と
、

他
方
で
、
個
々
の
機
関
会
社
の
法
主
体
性
は
制
度
適
用
に
よ
っ
て
も
消
滅
し
な
い
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
相
対
立
す
る
構
造
的
要
素
の

「
妥
協
の
産
物

（
98
）

」
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
機
関
会
社
制
度
適
用
要
件
に
つ
い
て
組

織
的
編
入
、
経
済
的
編
入
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
客
観
的
に
見
る
と
、
先
の
立
場
の
対
立
に
つ
い
て
、
そ
の
緩
和
が
図
ら

れ
て
き
た
と
い
う
推
察
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
に
、
後
に
も
触
れ
る
が
、
グ
ル
ー
プ
企
業
全
体
が
一
つ
の
経
済
的
単
位
を
構
成
し
て
い
る
点
を
強
調
す
る
と
、
機
関
会
社
相
互
間
で

の
取
引
は
租
税
法
上
実
現
さ
れ
た
も
の
と
扱
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
（
い
わ
ゆ
る
内
部
利
益
の
租
税
法
上
の
除
去
）。
何
故
な
ら
、
個
々

の
機
関
会
社
は
一
つ
の
企
業
の
各
部
門
を
構
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
取
引
か
ら
所
得
の
実
現
が
あ
る
こ
と
は
、
先
の
後

者
の
視
点
が
制
度
上
の
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ド
イ
ツ
法
人
税
法
で
は
、
一
定
の
グ
ル
ー
プ

間
で
の
一
定
以
上
の
資
本
参
加
割
合
が
あ
っ
た
と
し
て
も
当
然
に
は
制
度
適
用
が
な
く
、
改
め
て
利
益
拠
出
契
約
が
締
結
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。

三
に
、
以
上
の
よ
う
な
法
構
造
を
有
す
る
機
関
会
社
制
度
で
あ
る
の
で
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
ド
イ
ツ
で
は
し
ば
し
ば
「
ド
イ
ツ
に
は

純
粋
な
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
税
法
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
言
わ
れ
方
が
す
る
の
で
あ
る
。

（
97
）

G
rotherr
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（
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）
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K
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四
に
、
機
関
会
社
制
度
の
持
つ
企
業
経
営
に
対
す
る
影
響
に
触
れ
る
必
要
が
あ
る
。
機
関
会
社
制
度
が
持
つ
先
に
見
た
グ
ル
ー
プ
企
業

間
の
損
益
通
算
と
い
う
機
能
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
理
論
的
に
言
及
す
べ
き
点
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
法
人
税
制
に
変
遷
が
見
ら
れ

る
。
従
来
は
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
が
適
用
さ
れ
て
い
た
。
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
の
も
と
で
は
株
主
は
配
当
所
得

に
係
る
取
得
費
を
課
税
上
控
除
で
き
た
。
右
の
こ
と
は
株
主
が
法
人
で
あ
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
法
人
―
法
人
間
で
配
当
が
行
わ
れ
た
場

合
で
あ
っ
て
も
、
法
人
―
個
人
間
と
同
じ
よ
う
に
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
に
よ
り
負
担
調
整
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
二

分
の
一
所
得
免
除
方
式
は
二
〇
〇
〇
年
以
降
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
法
人
―
株
主
間
で
行
わ
れ
る
配
当
に
つ
い

て
は
法
人
の
も
と
で
配
当
利
益
に
課
税
さ
れ
、
法
人
税
分
を
そ
こ
か
ら
控
除
し
た
金
額
の
半
額
に
つ
い
て
株
主
の
も
と
で
個
人
所
得
課
税

が
行
わ
れ
る
。
二
分
の
一
所
得
免
除
方
式
の
も
と
で
は
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
の
も
と
に
お
け
る
の
と
は
事
情
は
異
な
り
、
法
人
―

法
人
間
の
配
当
は
非
課
税
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
分
の
一
所
得
免
除
方
式
は
ク
ラ
シ
カ
ル
メ
ソ
ッ
ド
の
一
形
態
で
あ
っ
て
、
負

担
軽
減
措
置
は
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
多
重
課
税
を
避
け
る
た
め
に
か
か
る
政
策
が
採
用
さ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
の
結
果
、
法
人
は
受
取
配
当
が
非
課
税
で
あ
る
の
で
、
体
系
上
の
首
尾
一
貫
性
か
ら
、
一
時
期
、
そ
の
取
得
費
を
は
じ
め
、

配
当
受
取
法
人
の
も
と
で
受
取
配
当
か
ら
損
失
を
控
除
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
が
、
後
に
受
取
配
当
の
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
非
課

税
と
さ
れ
た
（
ド
イ
ツ
法
人
税
法
八
条
三
、
五
項
）。
換
言
す
れ
ば
、
残
り
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
分
に
つ
い
て
は
課
税
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
仮
に
親
法
人
に
損
失
が
発
生
し
て
も
、
そ
れ
を
子
法
人
の
所
得
と
損
益
通
算
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
配
当
を
受
取
る
こ
と
で
な
く
、

機
関
会
社
制
度
の
適
用
に
よ
る
手
段
に
拠
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
の
点
で
機
関
会
社
制
度
の
意
義
は
飛
躍
的
に
大
き
く
な
っ
た
と

言
え
る（

99
）（

尤
も
、
現
在
法
人
税
法
上
の
機
関
会
社
制
度
が
成
立
す
る
と
、
事
業
税
法
上
の
機
関
会
社
制
度
も
同
時
に
成
立
す
る
よ
う
要
件

が
構
築
さ
れ
て
い
る
が
、
事
業
税
法
上
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
税
収
確
保
の
観
点
か
ら
更
な
る
改
正
が
望
ま
れ
る
と
す
る

連
邦
政
府
の
立
場
も
あ
る
）。
な
お
目
下
法
人
税
率
も
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
二
〇
〇
九
年
以
降
法
人
―
自
然
人
株
主
間
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の
配
当
に
つ
い
て
は
配
当
の
も
と
に
な
る
株
式
の
属
性
（
事
業
用
・
非
事
業
用
）
に
応
じ
て
異
な
る
課
税
方
式
が
適
用
さ
れ
る
が
（
こ
の

制
度
に
つ
い
て
は
別
稿
で
扱
う
）、
法
人
関
配
当
に
つ
い
て
変
化
は
な
い
。
右
の
措
置
に
よ
り
、
グ
ル
ー
プ
企
業
に
と
っ
て
、
機
関
会
社

制
度
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
な
お
効
く
こ
と
と
な
る

（
100
）

。
右
に
付
言
す
る
と
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
も
と
も
と
グ

ル
ー
プ
企
業
は
機
関
会
社
制
度
を
以
っ
て
損
失
の
利
用
を
企
図
し
て
い
る

（
101
）

。K
om

arek

氏
は
、
企
業
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
グ
ル
ー
プ
内
で

の
損
益
通
算
に
よ
っ
て
節
税
に
は
な
ら
な
い
が
、「
そ
れ
は
か
な
り
大
き
な
正
の
効
果
を
持
つ
流
動
性
効
果
を
持
つ
。
必
要
な
再
投
資
を

可
能
と
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
ア
ス
ペ
ク
ト
は
グ
ル
ー
プ
企
業
に
と
っ
て
ま
さ
に
不
景
気
時
に
も
大
き
な
意
味
を
持
ち
う

る
（
102
）

」
と
し
て
い
る

（
103
）

。
し
た
が
っ
て
機
関
会
社
制
度
は
決
し
て
ド
イ
ツ
法
人
税
法
に
お
け
る
私
法
準
拠
主
義
の
例
外
で
は
な
く
、
一
定
の
グ

（
99
）

D
örr,

§10
Ü
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K
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26 ),

S
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M

üller-G
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H
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ang

(H
rsg.),Steuerrecht(Fn.3 ),§
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R

z.42 .

（
101
）

R
aupach,

A
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D
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köperschaftsteuerliche
A

nrechnungsverfahren-B
estandsaufnahm

e
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K
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:
W
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ann,

S
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B
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G

m
bH
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G
esellschafter,

K
öln
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デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
参
照
、K

om
arek,

V
erlustberücksichtigung

(Fn.

10 ),S.51 .

（
102
）

K
om

arek,V
erlustberücksichtigung

(Fn.10 ),S.207 .

（
103
）

な
お
、
従
属
会
社
が
支
配
会
社
の
株
式
を
所
有
し
、
当
該
株
式
の
時
価
が
下
が
る
こ
と
に
対
応
し
て
、
評
価
損
分
を
支
配
会
社
の
も
と
で
損
金
と
し
て
処

理
す
る
い
わ
ゆ
る
部
分
価
額
償
却
控
除
制
度
（T

eilw
ertabschreibung

）
が
あ
る
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
制
度
を
承
認
す
る
と
、
実
質
的
に
従
属
会
社
の
も

と
で
の
損
失
が
二
重
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
機
関
会
社
制
度
の
も
と
で
は
そ
の
適
用
は
許
さ
れ
な
い
（K

essler,
§
1

R
ahm

enbedingungen

(Fn.7 ),R
z.44 ,R

z.119 .

）。
加
え
て
、
ド
イ
ツ
法
人
税
法
八
ｂ
条
三
項
三
文
、
先
に
言
及
し
た
よ
う
に
体
系
上
法
人
間
配
当
が
非
課
税
で
あ
る
こ
と
の
帰
結

で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。



29－企業結合に対する租税法の制度的対応（一）（手塚）

ル
ー
プ
企
業
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
定
着
し
た
租
税
制
度
で
あ
る

（
104
）

と
も
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
に
、
以
上
の
よ
う
な
機
関
会
社
制
度
に
よ
る
企
業
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
の
損
益
通
算
が
も
た
ら
す
租
税
法
上
の
メ
リ
ッ
ト
は
相
当
程

度
大
き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
反
対
に
国
庫
に
と
っ
て
相
当
程
度
の
税
収
減
少
を
も
た
ら
す
可
能
性
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
は
残
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
で
一
義
的
な
回
答
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
仮
に

機
関
会
社
制
度
の
適
用
が
な
く
、
個
々
の
法
人
単
位
で
課
税
所
得
計
算
が
行
わ
れ
る
場
合
の
欠
損
金
は
よ
く
事
業
年
度
以
降
に
利
用
さ
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
分
に
つ
い
て
結
局
税
収
は
失
わ
れ
る
と
い
う
指
摘

（
105
）

は
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
機
関
会
社
制
度

の
合
理
性
を
論
証
し
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
連
結
付
加
税
の
不
合
理
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

六
に
、
少
数
株
主
保
護
の
問
題
が
あ
る
。
仮
に
利
益
拠
出
契
約
な
し
に
一
定
の
資
本
参
加
割
合
が
あ
れ
ば
自
動
的
に
支
配
会
社
の
も
と

に
所
得
が
帰
属
す
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
と
、
従
属
会
社
に
資
本
参
加
し
て
い
る
少
数
株
主
は
安
定
的
に
配
当
が
受
取
れ
な
い
可
能
性
が

生
ず
る
。
そ
れ
故
ド
イ
ツ
で
は
利
益
拠
出
契
約
上
少
数
株
主
の
配
当
に
充
て
る
金
額
を
支
配
会
社
に
帰
属
す
る
所
得
か
ら
控
除
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る

（
106
）

。
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本
研
究
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平
成
19
―
21
年
度
科
研
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（
課
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番
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の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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